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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】モータサイクルが旋回する状態での対象の認識
の遅れを抑制することが可能な前方認識システムのため
の処理ユニット及び処理方法、前方認識システム及びモ
ーターサイクルを提供する。
【解決手段】前方認識システム１において、処理ユニッ
ト５０は、前方環境検出装置２０の出力に応じた前方環
境情報を取得する取得部５１と、前方環境情報に基づい
て対象を認識する認識部５２と、前方環境検出装置２０
の制御を行う制御部５３と、を備える。モータサイクル
の走行中において、取得部５１は、モータサイクルの倒
れ角に関連する姿勢情報を取得する。制御部５３は、前
方環境検出装置２０によるモータサイクルの前方の検出
における検出角度範囲を、姿勢情報に応じて変化させる
。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　モータサイクル（１００）に設けられている前方環境検出装置（２０）を用いて、走行
中の該モータサイクル（１００）の前方に位置する対象を認識する前方認識システム（１
）のための処理ユニット（５０）であって、
　前記前方環境検出装置（２０）の出力に応じた前方環境情報を取得する取得部（５１）
と、
　前記前方環境情報に基づいて前記対象を認識する認識部（５２）と、
を備えており、
　前記処理ユニット（５０）は、更に、前記前方環境検出装置（２０）の制御を行う制御
部（５３）を備えており、
　前記モータサイクル（１００）の走行中において、
　前記取得部（５１）は、前記モータサイクル（１００）の倒れ角（θＬ）に関連する姿
勢情報を取得し、
　前記制御部（５３）は、前記前方環境検出装置（２０）による前記モータサイクル（１
００）の前方の検出における検出角度範囲（θ）を、前記姿勢情報に応じて変化させる、
　処理ユニット（５０）。
【請求項２】
　前記制御部（５３）が変化させる前記検出角度範囲（θ）は、前記モータサイクル（１
００）の車幅方向（Ｗ）での検出角度範囲（θ）である、
　請求項１に記載の処理ユニット（５０）。
【請求項３】
　前記制御部（５３）が変化させる前記検出角度範囲（θ）は、前記モータサイクル（１
００）の車高方向（Ｈ）での検出角度範囲（θ）である、
　請求項１又は２に記載の処理ユニット（５０）。
【請求項４】
　前記モータサイクル（１００）の走行中において、
　前記制御部（５３）は、
　前記取得部（５１）で、基準倒れ角（θＬｔｈ）と比較して小さい前記倒れ角（θＬ）
に対応する前記姿勢情報が取得される場合に、前記前方環境検出装置（２０）による前記
モータサイクル（１００）の前方の検出を、第１の検出角度範囲（θ１）で実行させ、
　前記取得部（５１）で、前記基準倒れ角（θＬｔｈ）と比較して大きい前記倒れ角（θ
Ｌ）に対応する前記姿勢情報が取得される場合に、前記前方環境検出装置（２０）による
前記モータサイクル（１００）の前方の検出を、前記第１の検出角度範囲（θ１）よりも
広い第２の検出角度範囲（θ２）で実行させる、
　請求項１～３の何れか一項に記載の処理ユニット（５０）。
【請求項５】
　前記前方環境検出装置（２０）は、少なくとも、前記第１の検出角度範囲（θ１）で前
記モータサイクル（１００）の前方を検出するための第１のセンシング要素と、前記第２
の検出角度範囲（θ２）で前記モータサイクル（１００）の前方を検出するための第２の
センシング要素と、を含み、
　前記モータサイクル（１００）の走行中において、
　前記制御部（５３）は、
　前記取得部（５１）で、前記基準倒れ角（θＬｔｈ）と比較して小さい前記倒れ角（θ
Ｌ）に対応する前記姿勢情報が取得される場合に、前記第１のセンシング要素を用いた前
記モータサイクル（１００）の前方の検出によって、前記第１の検出角度範囲（θ１）で
の前記モータサイクル（１００）の前方の検出を実行させ、
　前記取得部（５１）で、前記基準倒れ角（θＬｔｈ）と比較して大きい前記倒れ角（θ
Ｌ）に対応する前記姿勢情報が取得される場合に、前記第２のセンシング要素を用いた前
記モータサイクル（１００）の前方の検出によって、前記第２の検出角度範囲（θ２）で
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の前記モータサイクル（１００）の前方の検出を実行させる、
　請求項４に記載の処理ユニット（５０）。
【請求項６】
　前記第１のセンシング要素及び前記第２のセンシング要素は、送信角度範囲が互いに異
なるレーダー送信器（３１）である、又は、受信角度範囲が互いに異なるレーダー受信器
（３２）である、
　請求項５に記載の処理ユニット（５０）。
【請求項７】
　前記第１のセンシング要素及び前記第２のセンシング要素は、送信角度範囲が互いに異
なる超音波送信器（３１）である、又は、受信角度範囲が互いに異なる超音波受信器（３
２）である、
　請求項５に記載の処理ユニット（５０）。
【請求項８】
　前記モータサイクル（１００）の走行中において、
　前記取得部（５１）は、前記モータサイクル（１００）の車体速度（Ｖ）に関連する走
行情報を取得し、
　前記制御部（５３）は、前記走行情報を加味して、前記第１の検出角度範囲（θ１）で
の前記モータサイクル（１００）の前方の検出と、前記第２の検出角度範囲（θ２）での
前記モータサイクル（１００）の前方の検出と、を切り替える、
　請求項４～７の何れか一項に記載の処理ユニット（５０）。
【請求項９】
　前記モータサイクル（１００）の走行中において、
　前記制御部（５３）は、基準車体速度（Ｖｔｈ）と比較して小さい前記車体速度（Ｖ）
に対応する前記走行情報が取得される場合においては、前記基準倒れ角（θＬｔｈ）と比
較して小さい前記倒れ角（θＬ）に対応する前記姿勢情報が取得される場合であっても、
前記前方環境検出装置（２０）による前記モータサイクル（１００）の前方の検出を、前
記第２の検出角度範囲（θ２）で実行させる、
　請求項８に記載の処理ユニット（５０）。
【請求項１０】
　前記モータサイクル（１００）の走行中において、
　前記制御部（５３）は、小さい前記車体速度（Ｖ）に対応する前記走行情報が取得され
る場合に、大きい前記車体速度（Ｖ）に対応する前記走行情報が取得される場合と比較し
て、前記第１の検出角度範囲（θ１）と前記第２の検出角度範囲（θ２）とが切り替わる
前記基準倒れ角（θＬｔｈ）を小さくする、
　請求項８に記載の処理ユニット（５０）。
【請求項１１】
　前記認識部（５２）は、前記姿勢情報を用いて前記前方環境情報を補正して前記対象を
認識する、
　請求項１～１０の何れか一項に記載の処理ユニット（５０）。
【請求項１２】
　請求項１～１１の何れか一項に記載の処理ユニット（５０）と、
　前記前方環境検出装置（２０）と、
を備えている、
　前方認識システム（１）。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の前方認識システム（１）を備えている、
　モータサイクル（１００）。
【請求項１４】
　モータサイクル（１００）に設けられている前方環境検出装置（２０）を用いて、走行
中の該モータサイクル（１００）の前方に位置する対象を認識する前方認識システム（１



(4) JP 2019-3263 A 2019.1.10

10

20

30

40

50

）のための処理方法であって、
　前記前方環境検出装置（２０）の出力に応じた前方環境情報が取得される取得ステップ
（Ｓ１０１、Ｓ１０６、Ｓ２０１、Ｓ２０６）と、
　前記前方環境情報に基づいて前記対象が認識される認識ステップ（Ｓ１０７、Ｓ２０７
）と、
を備えており、
　前記処理方法は、更に、前記前方環境検出装置（２０）の制御が行われる制御ステップ
（Ｓ１０２～Ｓ１０５、Ｓ２０２～Ｓ２０５）を備えており、
　前記モータサイクル（１００）の走行中において、
　前記取得ステップ（Ｓ１０１、Ｓ１０６、Ｓ２０１、Ｓ２０６）では、前記モータサイ
クル（１００）の倒れ角（θＬ）に関連する姿勢情報が取得され、
　前記制御ステップ（Ｓ１０２～Ｓ１０５、Ｓ２０２～Ｓ２０５）では、前記前方環境検
出装置（２０）による前記モータサイクル（１００）の前方の検出における検出角度範囲
（θ）が、前記姿勢情報に応じて変化させられる、
　処理方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、モータサイクルに設けられている前方環境検出装置を用いて、走行中のモー
タサイクルの前方に位置する対象を認識する前方認識システムの処理ユニット及び処理方
法と、その処理ユニットを備えている前方認識システムと、その前方認識システムを備え
ているモータサイクルと、に関する。
【背景技術】
【０００２】
　モータサイクル（自動二輪車又は自動三輪車）に関連する技術として、走行中のモータ
サイクルの前方に位置する対象（例えば、障害物、先行車、標識等）を認識する前方認識
システムが知られている。前方認識システムは、モータサイクルに設けられている前方環
境検出装置の出力に応じた前方環境情報を取得し、その前方環境情報に基づいて対象を認
識する。前方認識システムによる対象の認識によって、ライダーによる運転を支援するた
めの各種機能（例えば、警告機能、緊急ブレーキ機能、クルーズ走行機能等）が実現され
る（例えば、特許文献１を参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－１１６８８２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来の前方認識システムでは、前方環境検出装置の検出角度範囲が、モータサイクルが
直進する状態を想定して設定されている。そして、モータサイクルが旋回する場合には、
前方環境検出装置がモータサイクルの正面方向を検出する、つまり、モータサイクルの進
行方向からずれた方向を検出することとなる。そのため、モータサイクルが旋回する状態
では、前方認識システムが進行方向に位置する対象を認識すべきであるにも関わらず、そ
の対象がモータサイクルに近づくまで前方環境検出装置の検出範囲外に位置することとな
って、対象の認識に遅れが生じてしまう。特に、モータサイクルでは、旋回時に大きな倒
れ角が生じることで車体が不安定になるため、旋回時により早い段階で対象を認識できる
ことが望まれるが、従来の前方認識システムでは、その遅れによって、ライダーの運転を
安全に支援することが困難になりかねない。
【０００５】
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　本発明は、上述の課題を背景としてなされたものであり、モータサイクルが旋回する状
態での対象の認識の遅れを抑制することが可能な処理ユニット及び処理方法を得るもので
ある。また、その処理ユニットを備えている前方認識システムを得るものである。また、
その前方認識システムを備えているモータサイクルを得るものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係る処理ユニットは、モータサイクルに設けられている前方環境検出装置を用
いて、走行中の該モータサイクルの前方に位置する対象を認識する前方認識システムのた
めの処理ユニットであって、前記前方環境検出装置の出力に応じた前方環境情報を取得す
る取得部と、前記前方環境情報に基づいて前記対象を認識する認識部と、を備えており、
前記処理ユニットは、更に、前記前方環境検出装置の制御を行う制御部を備えており、前
記モータサイクルの走行中において、前記取得部は、前記モータサイクルの倒れ角に関連
する姿勢情報を取得し、前記制御部は、前記前方環境検出装置による前記モータサイクル
の前方の検出における検出角度範囲を、前記姿勢情報に応じて変化させるものである。
【０００７】
　また、本発明に係る前方認識システムは、上記の処理ユニットと、前記前方環境検出装
置と、を備えているものである。
【０００８】
　また、本発明に係るモータサイクルは、上記の前方認識システムを備えているものであ
る。
【０００９】
　また、本発明に係る処理方法は、モータサイクルに設けられている前方環境検出装置を
用いて、走行中の該モータサイクルの前方に位置する対象を認識する前方認識システムの
ための処理方法であって、前記前方環境検出装置の出力に応じた前方環境情報が取得され
る取得ステップと、前記前方環境情報に基づいて前記対象が認識される認識ステップと、
を備えており、前記処理方法は、更に、前記前方環境検出装置の制御が行われる制御ステ
ップを備えており、前記モータサイクルの走行中において、前記取得ステップでは、前記
モータサイクルの倒れ角に関連する姿勢情報が取得され、前記制御ステップでは、前記前
方環境検出装置による前記モータサイクルの前方の検出における検出角度範囲が、前記姿
勢情報に応じて変化させられるものである。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明に係る処理ユニット、前方認識システム、モータサイクル、及び、処理方法では
、前方環境検出装置の検出角度範囲が、モータサイクルの倒れ角に関連する姿勢情報に応
じて変化する。そのため、モータサイクルが旋回する状態、つまり、大きな倒れ角が生じ
ることで車体が不安定になる状態においても、進行方向に位置する対象を適切な段階で認
識することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の実施の形態１に係る前方認識システムの、モータサイクルへの搭載状態
を示す図である。
【図２】本発明の実施の形態１に係る前方認識システムの、前方環境検出装置の構成を示
す図である。
【図３】本発明の実施の形態１に係る前方認識システムの、システム構成を示す図である
。
【図４】本発明の実施の形態１に係る前方認識システムの、処理ユニットの動作フローを
示す図である。
【図５】本発明の実施の形態１に係る前方認識システムの、作用を説明する図である。
【図６】本発明の実施の形態１に係る前方認識システムの、作用を説明する図である。
【図７】本発明の実施の形態２に係る前方認識システムの、処理ユニットの動作フローを
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示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下に、本発明に係る処理ユニット、前方認識システム、モータサイクル、及び、処理
方法について、図面を用いて説明する。
【００１３】
　なお、以下で説明する構成、動作、作用等は、一例であり、本発明に係る処理ユニット
、前方認識システム、モータサイクル、及び、処理方法は、そのような構成、動作、作用
等である場合に限定されない。
【００１４】
　例えば、以下では、モータサイクルが、自動二輪車である場合を説明しているが、モー
タサイクルが、自動三輪車であってもよい。また、以下では、前方環境検出装置が、２つ
のセンシング系を切り替え可能に構成される場合を説明しているが、前方環境検出装置が
、３つ以上のセンシング系を切り替え可能に構成されていてもよい。また、以下では、セ
ンシング系が、レーダー送受信器で構成される場合を説明しているが、センシング系が、
他の原理で検出するもの（例えば、超音波送受信器等）で構成されていてもよい。
【００１５】
　また、以下では、同一の又は類似する説明を適宜簡略化又は省略している。また、各図
において、同一の又は類似する部分については、同一の符号を付している。また、細かい
構造については、適宜図示を簡略化又は省略している。
【００１６】
実施の形態１．
　以下に、実施の形態１に係る前方認識システムを説明する。
【００１７】
＜前方認識システムの構成＞
　実施の形態１に係る前方認識システムの構成について説明する。
　図１は、本発明の実施の形態１に係る前方認識システムの、モータサイクルへの搭載状
態を示す図である。図２は、本発明の実施の形態１に係る前方認識システムの、前方環境
検出装置の構成を示す図である。図３は、本発明の実施の形態１に係る前方認識システム
の、システム構成を示す図である。
【００１８】
　図１に示されるように、前方認識システム１は、モータサイクル１００に搭載される。
前方認識システム１は、前輪の回転速度を検出する前輪回転速度センサ１１と、後輪の回
転速度を検出する後輪回転速度センサ１２と、モータサイクル１００に生じている慣性を
検出する慣性計測装置（ＩＭＵ）１３と、モータサイクル１００の前方を検出する前方環
境検出装置２０と、処理ユニット（ＥＣＵ）５０と、を含む。
【００１９】
　前方認識システム１は、前方環境検出装置２０を用いて、走行中のモータサイクル１０
０の前方に位置する対象（例えば、障害物、先行車、標識等）を認識する役割を担う。前
方認識システム１によって認識された対象の情報は、ライダーの運転を支援する機能（例
えば、警告機能、緊急ブレーキ機能、クルーズ走行機能等）を実現するための各種システ
ムに供給される。前方認識システム１の各部は、前方認識システム１に専ら用いられるも
のであってもよく、また、他のシステムと共用されるものであってもよい。
【００２０】
　前輪回転速度センサ１１は、検出された前輪の回転速度を処理ユニット５０に出力する
。前輪回転速度センサ１１が、前輪の回転速度に実質的に換算可能な他の物理量を検出す
るものであってもよい。後輪回転速度センサ１２は検出された後輪の回転速度を、処理ユ
ニット５０に出力する。後輪回転速度センサ１２が、後輪の回転速度に実質的に換算可能
な他の物理量を検出するものであってもよい。
【００２１】
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　慣性計測装置１３は、例えば、３軸のジャイロセンサ及び３方向の加速度センサを備え
るものであり、検出された慣性を処理ユニット５０に出力する。慣性計測装置１３が、モ
ータサイクル１００に生じている慣性に実質的に換算可能な他の物理量を検出するもので
あってもよい。また、慣性計測装置１３が、モータサイクル１００の傾き角θＬに関連す
る姿勢情報を取得可能な他の検出装置であってもよい。
【００２２】
　図２に示されるように、前方環境検出装置２０は、互いに異なる検出範囲Ａを有する、
第１のセンシング系２１と、第２のセンシング系２２と、を含む。つまり、第１のセンシ
ング系２１は、狭い第１の検出角度範囲θ１と、広い第１の検出距離範囲Ｄ１と、を有す
るセンシング系である。第２のセンシング系２２は、第１の検出角度範囲θ１と比較して
広い第２の検出角度範囲θ２と、第１の検出距離範囲Ｄ１と比較して狭い第２の検出距離
範囲Ｄ２と、を有するセンシング系である。
【００２３】
　図２に示される態様では、第１のセンシング系２１及び第２のセンシング系２２の検出
角度範囲θの切り替えが、送信器３１を異ならせることで実現される。つまり、第１のセ
ンシング系２１が、送信角度範囲がθ１の送信器３１と、受信器３２と、によって構成さ
れ、第２のセンシング系２２が、送信角度範囲がθ２の送信器３１と、第１のセンシング
系２１と共用される受信器３２と、によって構成される。送信角度範囲がθ１の送信器３
１は、本発明の「第１のセンシング要素」に相当し、送信角度範囲がθ２の送信器３１は
、本発明の「第２のセンシング要素」に相当する。
【００２４】
　第１のセンシング系２１及び第２のセンシング系２２の検出角度範囲θの切り替えが、
受信器３２を異ならせることで実現されてもよい。つまり、第１のセンシング系２１が、
送信器３１と、受信角度範囲がθ１の受信器３２と、によって構成され、第２のセンシン
グ系２２が、第１のセンシング系２１と共用される送信器３１と、受信角度範囲がθ２の
受信器３２と、によって構成されてもよい。そのような場合には、受信角度範囲がθ１の
受信器３２は、本発明の「第１のセンシング要素」に相当し、受信角度範囲がθ２の受信
器３２は、本発明の「第２のセンシング要素」に相当する。なお、第１のセンシング系２
１及び第２のセンシング系２２の検出角度範囲θの切り替えが、送信器３１及び受信器３
２の両方を異ならせることで実現されてもよい。
【００２５】
　図３に示されるように、処理ユニット５０は、取得部５１と、認識部５２と、制御部５
３と、を含む。処理ユニット５０の各部は、１つの筐体に纏めて設けられていてもよく、
また、複数の筐体に分けられて設けられていてもよい。また、処理ユニット５０の一部又
は全ては、例えば、マイコン、マイクロプロセッサユニット等で構成されてもよく、また
、ファームウェア等の更新可能なもので構成されてもよく、また、ＣＰＵ等からの指令に
よって実行されるプログラムモジュール等であってもよい。
【００２６】
　モータサイクル１００の走行中において、処理ユニット５０の取得部５１は、前方環境
検出装置２０の出力を受けて、その出力に応じた前方環境情報を取得する。そして、認識
部５２は、その前方環境情報に対して、対象（例えば、障害物、先行車、標識等）を認識
するための公知の演算処理を施して、他のシステム（図示省略）にその対象の情報を出力
する。
【００２７】
　また、処理ユニット５０の取得部５１は、前輪回転速度センサ１１及び後輪回転速度セ
ンサ１２の出力に基づいて、モータサイクル１００の車体速度Ｖに関連する走行情報を取
得する。車体速度Ｖに関連する走行情報は、車体速度Ｖ自体の情報であってもよく、また
、車体速度Ｖに実質的に換算可能な他の物理量（例えば、モータサイクル１００に生じて
いる振動の特性量等）の情報であってもよい。例えば、車体速度Ｖは、前輪の回転速度及
び後輪の回転速度のうちの高い方の回転速度を換算することで求めることができる。車体
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速度Ｖが、他の公知の手法によって求められてもよい。
【００２８】
　また、処理ユニット５０の取得部５１は、慣性計測装置１３の出力に基づいて、モータ
サイクル１００の倒れ角θＬに関連する姿勢情報を取得する。倒れ角θＬに関連する姿勢
情報は、倒れ角θＬ自体の情報であってもよく、また、倒れ角θＬに実質的に換算可能な
他の物理量（例えば、モータサイクル１００に生じているヨーレート、横加速度等）の情
報であってもよい。倒れ角θＬは、モータサイクル１００が直立している状態に対する、
モータサイクル１００のロール方向での傾き角度として定義される。
【００２９】
　処理ユニット５０の制御部５３は、取得部５１で取得された走行情報及び姿勢情報を用
いて、第１のセンシング系２１及び第２のセンシング系２２のどちらによってモータサイ
クル１００の前方を検出するかを決定し、その指令を前方環境検出装置２０に出力する。
【００３０】
＜前方認識システムの動作＞
　実施の形態１に係る前方認識システムの動作について説明する。
　図４は、本発明の実施の形態１に係る前方認識システムの、処理ユニットの動作フロー
を示す図である。
【００３１】
　処理ユニット５０は、モータサイクル１００の走行中において、図４に示される動作フ
ローを繰り返す。
【００３２】
（取得ステップ－１）
　ステップＳ１０１において、処理ユニット５０の取得部５１は、前輪回転速度センサ１
１及び後輪回転速度センサ１２の出力に基づいて、車体速度Ｖに関連する走行情報を取得
する。また、処理ユニット５０の取得部５１は、慣性計測装置１３の出力に基づいて、倒
れ角θＬに関連する姿勢情報を取得する。
【００３３】
（制御ステップ）
　ステップＳ１０２～ステップＳ１０５において、処理ユニット５０の制御部５３は、ス
テップＳ１０１で取得された走行情報及び姿勢情報を用いて、第１のセンシング系２１及
び第２のセンシング系２２のどちらによってモータサイクル１００の前方を検出するかを
決定する。
【００３４】
　具体的には、ステップＳ１０２において、制御部５３は、ステップＳ１０１で取得され
た走行情報が、基準車体速度Ｖｔｈと比較して大きい車体速度Ｖに対応する走行情報であ
るか否かを判定する。Ｙｅｓである場合には、ステップＳ１０３に進み、Ｎｏである場合
には、ステップＳ１０５に進む。制御部５３は、ステップＳ１０３において、ステップＳ
１０１で取得された姿勢情報が、基準倒れ角θＬｔｈと比較して小さい倒れ角θＬに対応
する姿勢情報であるか否かを判定する。Ｙｅｓである場合には、ステップＳ１０４に進み
、Ｎｏである場合には、ステップＳ１０５に進む。制御部５３は、ステップＳ１０４にお
いては、前方環境検出装置２０に、第１のセンシング系２１を用いてモータサイクル１０
０の前方を検出させ、ステップＳ１０５においては、前方環境検出装置２０に、第２のセ
ンシング系２２を用いてモータサイクル１００の前方を検出させる。
【００３５】
（取得ステップ－２）
　ステップＳ１０６において、処理ユニット５０の取得部５１は、前方環境検出装置２０
の出力に応じた前方環境情報を取得する。
【００３６】
（認識ステップ）
　ステップＳ１０７において、処理ユニット５０の認識部５２は、ステップＳ１０６で取
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得された前方環境情報に対して、対象（例えば、障害物、先行車、標識等）を認識するた
めの処理を施す。モータサイクル１００に倒れ角θＬが生じると、前方環境検出装置２０
も略等しい角度だけ傾けられた状態で前方を検出することになるため、取得部５１で取得
される前方環境情報は、その傾きを相殺するように回転補正する必要がある。つまり、認
識部５２は、ステップＳ１０１で取得された姿勢情報を用いて、ステップＳ１０６で取得
された前方環境情報を補正した上で、対象を認識する。
【００３７】
＜前方認識システムの作用＞
　実施の形態１に係る前方認識システムの作用について説明する。
　図５及び図６は、本発明の実施の形態１に係る前方認識システムの、作用を説明する図
である。なお、図５及び図６では、処理ユニット５０が、先行車Ｐを対象として認識する
場合を一例として示しているが、処理ユニット５０が、他の対象を認識する場合でも同様
の作用が奏される。図５は、モータサイクル１００及び先行車Ｐの走行状態を、上空から
見た状態を示しており、図６は、モータサイクル１００の位置から先行車Ｐを見た状態を
示している。
【００３８】
　モータサイクル１００が幹線道路等を走行する状態では、広い第１の検出距離範囲Ｄ１
を有する第１のセンシング系２１によって、モータサイクル１００の前方が検出されるの
が好ましい。また、モータサイクル１００が市街地等を走行する状態では、広い第２の検
出角度範囲θ２を有する第２のセンシング系２２によって、モータサイクル１００の前方
が検出されるのが好ましい。そして、モータサイクル１００が、カーブする幹線道路等を
旋回走行する際には、図５に示されるように、認識すべき対象である先行車Ｐが、第１の
センシング系２１の検出範囲Ａ１外に位置することになって、モータサイクル１００が先
行車Ｐに近づくまで、前方認識システム１による認識ができないこととなる。
【００３９】
　しかしながら、前方認識システム１では、モータサイクル１００が、カーブする幹線道
路等を旋回走行して、図６に示されるように、モータサイクル１００に倒れ角θＬが生じ
る状態になると、その倒れ角θＬに応じて、前方環境検出装置２０で用いられるセンシン
グ系が、広い第１の検出距離範囲Ｄ１を有する第１のセンシング系２１から、広い第２の
検出角度範囲θ２を有する第２のセンシング系２２に切り替わる。そのため、第１のセン
シング系２１の検出範囲Ａ１外に位置する先行車Ｐを、第２のセンシング系２２の検出範
囲Ａ２内に位置させることが可能であるため、モータサイクル１００が先行車Ｐに近づく
前の段階で先行車Ｐを認識することが可能である。
【００４０】
　そして、モータサイクル１００が、基準車体速度Ｖｔｈと比較して小さい車体速度Ｖで
走行する状態では、モータサイクル１００に倒れ角θＬが生じない状態であっても、広い
第２の検出角度範囲θ２を有する第２のセンシング系２２を用いて、モータサイクル１０
０の前方が検出されるため、モータサイクル１００が市街地等を走行する状態において、
対象を認識することの確実性を確保することが可能となる。
【００４１】
　また、図６に示されるように、第２のセンシング系２２の検出範囲Ａ２は、第１のセン
シング系２１の検出範囲Ａ１に対して、モータサイクル１００の車幅方向Ｗ及び車高方向
Ｈの両方において広く構成される。つまり、モータサイクル１００の車幅方向Ｗにおいて
、第２のセンシング系２２の第２の検出角度範囲θ２は、第１のセンシング系２１の第１
の検出角度範囲θ１よりも広く、また、モータサイクル１００の車高方向Ｈにおいて、第
２のセンシング系２２の第２の検出角度範囲θ２は、第１のセンシング系２１の第１の検
出角度範囲θ１よりも広く構成される。
【００４２】
　そして、第２のセンシング系２２の検出範囲Ａ２の、モータサイクル１００の車幅方向
Ｗにおける左側限界Ａ２ｌ及び右側限界Ａ２ｒは、第１のセンシング系２１の検出範囲Ａ
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１の、モータサイクル１００の車幅方向Ｗにおける左側限界Ａ１ｌ及び右側限界Ａ１ｒの
外側に広がる。また、第２のセンシング系２２の検出範囲Ａ２の、モータサイクル１００
の車高方向Ｈにおける上側限界Ａ２ｔは、第１のセンシング系２１の検出範囲Ａ１の、モ
ータサイクル１００の車高方向Ｈにおける上側限界Ａ１ｔの外側に広がる。好ましくは、
モータサイクル１００の車高方向Ｈにおいて、第２のセンシング系２２の検出範囲Ａ２の
中心軸は、第１のセンシング系２１の検出範囲Ａ１の中心軸に対して高い側に位置する。
【００４３】
　モータサイクル１００に倒れ角θＬが生じる状態では、モータサイクル１００に倒れ角
θＬが生じていない状態と比較して、前方環境検出装置２０の路面からの高さが低くなる
。前方認識システム１では、第２のセンシング系２２の検出範囲Ａ２の上側限界Ａ２ｔが
、第１のセンシング系２１の検出範囲Ａ１の上側限界Ａ１ｔの外側に広がる構成であるた
め、モータサイクル１００が旋回走行して、前方環境検出装置２０の路面からの高さが低
くなる状態において、先行車Ｐが検出範囲Ａ２外に位置してしまうことが抑制される。
【００４４】
＜前方認識システムの効果＞
　実施の形態１に係る前方認識システムの効果について説明する。
　処理ユニット５０が、前方環境検出装置２０の出力に応じた前方環境情報を取得する取
得部５１と、前方環境情報に基づいて対象を認識する認識部５２と、前方環境検出装置２
０の制御を行う制御部５３と、を備えており、モータサイクル１００の走行中において、
取得部５１は、モータサイクル１００の倒れ角θＬに関連する姿勢情報を取得し、制御部
５３は、前方環境検出装置２０によるモータサイクル１００の前方の検出における検出角
度範囲θを、姿勢情報に応じて変化させる。そのため、モータサイクル１００が旋回する
状態、つまり、大きな倒れ角θＬが生じることで車体が不安定になる状態においても、進
行方向に位置する対象を適切な段階で認識することが可能である。
【００４５】
　好ましくは、制御部５３が変化させる検出角度範囲θは、モータサイクル１００の車幅
方向Ｗでの検出角度範囲θである。そのため、モータサイクル１００が旋回する状態にお
ける対象の認識を確実化することが可能である。
【００４６】
　好ましくは、制御部５３が変化させる検出角度範囲θは、モータサイクル１００の車高
方向Ｈでの検出角度範囲θである。そのため、モータサイクル１００が旋回する状態にお
ける対象の認識を確実化することが可能である。
【００４７】
　好ましくは、モータサイクル１００の走行中において、制御部５３は、取得部５１で、
基準倒れ角θＬｔｈと比較して小さい倒れ角θＬに対応する姿勢情報が取得される場合に
、前方環境検出装置２０によるモータサイクル１００の前方の検出を、第１の検出角度範
囲θ１で実行させ、取得部５１で、基準倒れ角θＬｔｈと比較して大きい倒れ角θＬに対
応する姿勢情報が取得される場合に、前方環境検出装置２０によるモータサイクル１００
の前方の検出を、第１の検出角度範囲θ１よりも広い第２の検出角度範囲θ２で実行させ
る。つまり、制御部５３は、姿勢情報に応じて、前方環境検出装置２０の検出方向を変化
させるのではなく、前方環境検出装置２０の検出角度範囲θの広さを変化させる。そのた
め、モータサイクル１００が旋回する状態における対象の認識を確実化しつつ、モータサ
イクル１００が走行する各種環境（例えば、幹線道路、市街地等）への適応性を確保する
ことが可能となる。
【００４８】
　特に、前方環境検出装置２０は、少なくとも、第１の検出角度範囲θ１でモータサイク
ル１００の前方を検出するための第１のセンシング要素と、第２の検出角度範囲θ２でモ
ータサイクル１００の前方を検出するための第２のセンシング要素と、を含み、モータサ
イクル１００の走行中において、制御部５３は、取得部５１で、基準倒れ角θＬｔｈと比
較して小さい倒れ角θＬに対応する姿勢情報が取得される場合に、第１のセンシング要素
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を用いたモータサイクル１００の前方の検出によって、第１の検出角度範囲θ１でのモー
タサイクル１００の前方の検出を実行させ、取得部５１で、基準倒れ角θＬｔｈと比較し
て大きい倒れ角θＬに対応する姿勢情報が取得される場合に、第２のセンシング要素を用
いたモータサイクル１００の前方の検出によって、第２の検出角度範囲θ２でのモータサ
イクル１００の前方の検出を実行させる。つまり、制御部５３は、姿勢情報に応じて、１
つのセンシング系の仕様を変化させるのではなく、仕様の異なる複数のセンシング系を使
い分けることで、前方環境検出装置２０の検出角度範囲θの広さを変化させる。そのため
、モータサイクル１００が旋回する状態における対象の認識の応答性が向上する。
【００４９】
　特に、モータサイクル１００の走行中において、取得部５１は、モータサイクル１００
の車体速度Ｖに関連する走行情報を取得し、制御部５３は、走行情報を加味して、第１の
検出角度範囲θ１でのモータサイクル１００の前方の検出と、第２の検出角度範囲θ２で
のモータサイクル１００の前方の検出と、を切り替える。つまり、前方環境検出装置２０
では、姿勢情報に応じた検出角度範囲θの切り替えと、モータサイクル１００が走行する
各種環境（幹線道路、市街地等）に応じた検出角度範囲θの切り替えと、が、共通のセン
シング系に対して実行される。そのため、モータサイクル１００が旋回する状態における
対象の認識を確実化しつつ、モータサイクル１００が走行する各種環境（例えば、幹線道
路、市街地等）への適応性を確保することを、簡易な構成で実現できる。
【００５０】
　好ましくは、認識部５２は、姿勢情報を用いて前方環境情報を補正して対象を認識する
。そのため、モータサイクル１００が旋回する状態における対象の認識を確実化すること
が可能である。
【００５１】
実施の形態２．
　以下に、実施の形態２に係る前方認識システムについて説明する。
　なお、実施の形態２に係る前方認識システムでは、実施の形態１に係る前方認識システ
ムに対して、処理ユニット５０の動作フローのみが異なっている。実施の形態１に係る前
方認識システムと重複又は類似する説明は、適宜簡略化又は省略している。
【００５２】
＜前方認識システムの動作＞
　実施の形態２に係る前方認識システムの動作について説明する。
　図７は、本発明の実施の形態２に係る前方認識システムの、処理ユニットの動作フロー
を示す図である。
【００５３】
　処理ユニット５０は、モータサイクル１００の走行中において、図７に示される動作フ
ローを繰り返す。
【００５４】
（取得ステップ－１）
　ステップＳ２０１において、処理ユニット５０の取得部５１は、前輪回転速度センサ１
１及び後輪回転速度センサ１２の出力に基づいて、車体速度Ｖに関連する走行情報を取得
する。また、処理ユニット５０の取得部５１は、慣性計測装置１３の出力に基づいて、倒
れ角θＬに関連する姿勢情報を取得する。
【００５５】
（制御ステップ）
　ステップＳ２０２～ステップＳ２０５において、処理ユニット５０の制御部５３は、ス
テップＳ２０１で取得された走行情報及び姿勢情報を用いて、第１のセンシング系２１及
び第２のセンシング系２２のどちらによってモータサイクル１００の前方を検出するかを
決定する。
【００５６】
　具体的には、ステップＳ２０２において、制御部５３は、ステップＳ２０１で取得され
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た走行情報に応じて、基準倒れ角θＬｔｈを変化させる。つまり、制御部５３は、ステッ
プＳ２０１で小さい車体速度Ｖに対応する走行情報が取得される場合に、ステップＳ２０
１で大きい車体速度Ｖに対応する走行情報が取得される場合と比較して、第１のセンシン
グ系２１と第２のセンシング系２２とが切り替わる基準倒れ角θＬｔｈを小さくする。
【００５７】
　ステップＳ２０３において、制御部５３は、ステップＳ２０１で取得された倒れ角θＬ
に関連する姿勢情報が、基準倒れ角θＬｔｈと比較して小さい倒れ角θＬに対応する姿勢
情報であるか否かを判定する。Ｙｅｓである場合には、ステップＳ２０４に進み、制御部
５３は、前方環境検出装置２０に、第１のセンシング系２１を用いてモータサイクル１０
０の前方を検出させる。また、Ｎｏである場合には、ステップＳ２０５に進み、制御部５
３は、前方環境検出装置２０に、第２のセンシング系２２を用いてモータサイクル１００
の前方を検出させる。
【００５８】
（取得ステップ－２）
　ステップＳ２０６において、処理ユニット５０の取得部５１は、前方環境検出装置２０
の出力に応じた前方環境情報を取得する。
【００５９】
（認識ステップ）
　ステップＳ２０７において、処理ユニット５０の認識部５２は、ステップＳ２０６で取
得された前方環境情報に対して、対象（例えば、障害物、先行車、標識等）を認識するた
めの処理を施す。
【００６０】
＜前方認識システムの作用＞
　実施の形態２に係る前方認識システムの作用について説明する。
　前方認識システム１では、モータサイクル１００の車体速度Ｖが小さい場合に、モータ
サイクル１００の車体速度Ｖが大きい場合と比較して、基準倒れ角θＬｔｈが小さくなる
ように設定される。そのため、モータサイクル１００が市街地等を走行する状態において
、対象を認識することの確実性を確保することが可能となる。
【００６１】
　以上、実施の形態１及び実施の形態２について説明したが、本発明は各実施の形態の説
明に限定されない。例えば、各実施の形態の全て又は一部が組み合わされてもよい。
【符号の説明】
【００６２】
　１　前方認識システム、１１　前輪回転速度センサ、１２　後輪回転速度センサ、１３
　慣性計測装置、２０　前方環境検出装置、２１　第１のセンシング系、２２　第２のセ
ンシング系、３１　送信器、３２　受信器、５０　処理ユニット、５１　取得部、５２　
認識部、５３　制御部、１００　モータサイクル、Ａ（Ａ１、Ａ２）　検出範囲、θ（θ
１、θ２）　検出角度範囲、Ｄ（Ｄ１、Ｄ２）　検出距離範囲、θＬ　倒れ角、θＬｔｈ
　基準倒れ角、Ｖ　車体速度、Ｖｔｈ　基準車体速度、Ｐ　先行車、Ｗ　車幅方向、Ｈ　
車高方向。
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